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第５章 基本施策の展開 

１ 基本方針１ 将来の自立に向けた子どもに対する支援 

児童・生徒が、身近な方法で相談できる環境を整備し、生きる力を育み、将来

の夢や希望を持ち、養育環境によって選択肢が狭まることがないよう、希望する

進路の実現につなげます。 

また、将来の夢の実現を応援するため、経済的な支援とともに、放課後の子ど

もの居場所において地域ぐるみで子どもの健全な成長を支援します。 

食材提供、子どもの体験や就労体験などについて、埼玉県内のネットワークや

市内の子育て支援団体加入組織の活動を支援します。また、子どもや支援団体の

ニーズに応じた企業からの支援の仕組みづくりや広報の強化を図ります。 

 

○施策の方向性 

〈新規・拡充事業〉 

１ 児童育成支援拠点事業 【新規】 

事業内容 

身近な方法による、子ども専用の相談窓口を開設し、家庭や

学校に居場所のない子どもに対して、子どもとその家庭が抱え

る多様な課題に応じて、生活習慣の形成や学習のサポート、進

路等の相談支援、食事の提供を行うとともに、子ども・家庭の

状況を事前評価し、関係機関へつなぎを行う等の支援を包括的

に提供します。 

 子どもたちが困った際に頼れる場所である、第三の居場所（サ

ードプレイス＊）としての、認識を広めるための取り組みを進め

ていきます。 

担当課 こども育成課 
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２ 高校中退者への就労支援事業 【新規】 

事業内容 

毎年、高校在籍者のうち、約１％の生徒が中途退学していま

す。中退後、無業状態や、就労しても非正規の割合が高くなっ

ており、加えて、友人や家庭から孤立し、先生などの相談相手

がいなくなってしまうという問題があります。こういった若者

を支援するために、地域の多様な若者支援機関の連携を進め、

地域若者サポートステーションやハローワークでの就業支援

や、職場体験・社会経験の場の提供など地域の企業における受

け入れの環境づくりを図っていきます。 

担当課 こども育成課 

 

３ 地域における支援体制の充実 【拡充】 

事業内容 

福祉的な課題のある家庭等を支援することを目的とした、こ

ども食堂や学習支援を立ち上げたい市民へ、埼玉県のネットワ

ークやアドバイザー派遣などの紹介を継続し、市における立ち

上げ支援体制の構築に努めます。また、企業による支援が、必

要な子どもに届く仕組み作りを検討し、地域のつながりや広が

りを支援してまいります。 

担当課 こども育成課 

 

〈子ども・子育て支援事業計画に掲載のある事業〉 

子２ 放課後児童健全育成事業（地域子ども・子育て支援事業） 

子８６ 青少年育成春日部市民会議の支援 

子８７ 青少年育成推進員の支援 

子８８ 青少年相談員の支援 

子９４ 放課後子ども教室 

子９７ 児童館運営事業 

番号は子ども・子育て支援事業計画の番号を表す 
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２ 基本方針２ 子どもの豊かな成長を支える多様な支援 

子どもが安心する家庭環境が、健やかな育ち、自立した個人として、たくまし

く生き抜く力を育むことから、子育て支援の充実と効果的な支援を推進します。 

また、子どもと子育て家庭を総合的に支援する体制を拡充するとともに、必要

なときに必要な支援につながることができるよう、地域の各種相談窓口と支援

者や支援団体との連携を強化します。 

不安な状況を抱えながら子育てする家庭を支えるため、訪問して家庭内の状

況を把握し、家庭ごとのニーズに合わせてきめ細かく支援します。 

 

○施策の方向性 

〈新規・拡充事業〉 

４ こども家庭センター＊創設 【新規】 

事業内容 

全ての妊産婦・子育て世帯を対象に、児童福祉と母子保健の

一体的支援を行います。児童福祉の相談等を担当する、こども

家庭支援員と母子保健の相談を担当する保健師を配置し、それ

ぞれ専門性に応じた業務を行い、両者が適切に連携・協力しな

がら妊産婦や子どもへの支援を実施します。 

 支援対象者の課題の把握・明確化や必要な支援の種類・内容

を決定し、これらを関係者間で共有することで、効果的な支援

につなげるため、サポートプランを作成します。さらに、サポ

ートプランに基づく支援の選択肢の一つとして、家庭支援事業

（子育て短期支援事業・養育支援事業・一時預かり事業・子育

て世帯訪問支援事業・児童育成支援拠点事業・親子関係形成支

援事業）の利用勧奨・措置を行っていきます。 

◎関係機関との連携体制イメージ図はＰ２９に掲載 

担当課 こども相談課 
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５ 子育て世帯訪問支援事業 【新規】 

事業内容 

家事・育児等に対して不安・負担を抱えながら子育て等を行

う家庭、妊産婦、ヤングケアラー等がいる家庭の居宅を訪問し、

家庭が抱える不安や悩みを傾聴するとともに、家事・育児等の

支援を実施し、家庭環境を整えます。 

担当課 こども育成課 

 

６ 

（８） 

地域子育て相談機関の整備と連携強化 

（地域子育て支援拠点事業など） 
【拡充】 

事業内容 

保育所、認定こども園、幼稚園、児童発達支援センター、地

域子育て支援拠点事業など子育て支援を行う場を、区域ごとに

体制整備し、身近な場所での相談機関の充実を図ります。この

地域子育て相談機関は、こども家庭センターを補完し、その目

となり、耳となる機関で連携・調整を行います。 

担当課 障がい者支援課、保育課 

（番号）は子ども・子育て支援事業計画の番号を表す 

〈子ども・子育て支援事業計画に掲載のある事業〉 

子１５ 民生委員・児童委員、主任児童委員との連携 

子１６ 子どもに関する相談 

子３６ 乳幼児健康相談 

子５４ 早期不妊検査費助成事業 

子５５ 不育症検査費助成事業 

子５７ 保育所給食 

子５８ 離乳食教室 

子１０８ 地域交流会 

子１１０ 子育てサロン 

子１２８ 児童発達支援センターふじ学園 

子１６１ 要保護児童対策地域協議会 

子１６３ 児童相談 

番号は子ども・子育て支援事業計画の番号を表す 
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矢印説明    利用案内によりサービスにつながるご家庭 

行政機関など深く関わりが必要なご家庭 

               【関係機関連携体制イメージ図】      令和６年４月～ 

  家庭支援事業 

１．子育て短期支援事業 

２．養育支援事業 

３．一時預かり事業 

４．子育て世帯訪問支援事業 

５．児童育成支援拠点事業 

６．親子関係形成支援事業 

利用勧奨・措置に対応する 
要綱改正・制定 

地域子育て相談機関 

保育所、認定こども園、幼稚
園、児童発達支援センター、
地域子育て支援拠点事業
（利用者支援事業含む） 

こども家庭センターを補完
する「目となり耳となる」 

こども家庭センター 
妊産婦 子育て世帯支援 相談 

 

サポートプランの作成 

 
支援の選択肢の一つ 

として利用勧奨・措置 

 

１～２か月に１
度程度各施設へ
照会し連携が必
要なケースの有
無集約 

所管課：障がい者

支援課／保育課 

 所管課：こども育成課／

こども相談課／保育課 

月１回程度各
施設へ照会し
連携が必要な
ケースの有無
集約 

福祉的な課題のある家庭に対して、利
用勧奨や措置が必要な場合は「こども
家庭センター」へ情報提供（支援事業
が届きにくい家庭など） 

該当ある場
合は、ケース
詳細を提出 

該当ある場
合は、ケース
詳細を提出 

利用勧奨・措置依頼 

介護保険
課（地域

包括支援セ

ンター） 

障がい者
支援課

（児童発達

支援センタ

ー） 
福祉総務

課 

（民生委

員・児童委

員、主任児

童委員） 

指導課 

学務課 

（小中学校： 

教育相談セ

ンター） 

医療 SW 

社会福
祉協議
会 

 

子ども、子育て家庭 

事業の利用を進めたい家庭がいた場合に業務担当課と連携し利用につなげる 

児童相談所 

高等学
校等 

所管課：こども相談課 

生活支
援課 

こども
支援課 
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３ 基本方針３ 生活基盤を整えるための家庭に対する支援 

生活基盤の弱い世帯等の経済的な安定を図るため、個々に応じた情報提供や

相談体制の充実など、自立への支援を推進し、家庭の自立を促進します。 

また、ひとり親等の生活に困難を抱える家庭が地域で安心して生活できる環

境を整え、生活の安定と自立を促進します。そのため、就業に結びつきやすい資

格を取得するための支援策などの情報を届ける方策について検討します。 

 

○施策の方向性 

〈新規・拡充事業〉 

７ ひとり親家庭養育費確保支援事業 【新規】 

事業内容 

離婚を検討中、または離婚した保護者が、養育費や面会交流

の取決めについて、子どもの福祉と利益を視点にして考えるこ

とが出来るよう、弁護士による無料法律相談を実施します。さ

らに養育費の確保を支援するため、公正証書作成促進補助、養

育費保証契約締結費用補助、裁判外紛争解決手続き（ADR）＊

利用補助を実施していきます。 

担当課 こども育成課・こども相談課 

 

８ 

（２４） 
子育て短期支援事業（子育て短期入所生活援助事業） 【拡充】 

事業内容 

小学生以下の子どもを養育している保護者が疾病や就労、育

児疲れなどの理由により、一時的に子どもを養育することが困

難になった場合に、市が契約した乳児院や児童養護施設などで

一定期間、子どもを預かり養育の支援を行います。 

 保護者のニーズに応えらえるよう、専従する職員配置援助や

保護者の育児放棄や過干渉等により、一時的な避難を希望する

子どもを短期間受け入れ、支援を行うよう体制整備を検討し、

事業の拡充に努めます。 

担当課 こども育成課 

（番号）は子ども・子育て支援事業計画の番号を表す 
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〈子ども・子育て支援事業計画に掲載のある事業〉 

子１８ 子どものための教育・保育給付（子ども・子育て支援給付） 

子２０ 延長保育事業（地域子ども・子育て支援事業） 

子２１ 一時預かり事業（地域子ども・子育て支援事業） 

子２２ 病児・病後児保育事業（地域子ども・子育て支援事業） 

子２９ 育児休業制度・再雇用制度などの啓発 

子３０ ハローワーク求人情報や内職求人情報の提供 

子１２１ 障害児保育 

子１３３ 特別児童扶養手当（特別児童扶養手当支給事業） 

子１３４ 障害児福祉手当（特別障害者手当等給付事業） 

子１３５ 育成医療（自立支援医療支給事業） 

子１３７ ひとり親家庭等医療費支給事業 

子１３８ 児童扶養手当支給事業 

子１３９ 遺児手当支給事業 

子１４０ 交通遺児援護金支給事業 

子１４１ 母子及び父子並びに寡婦福祉資金貸付制度 

子１４２ 母子生活支援施設への入所 

子１４３ 母子家庭及び父子家庭自立支援給付金 

子１４４ 母子家庭及び父子家庭に関する事業の情報提供 

子１４５ 入学準備金・奨学金貸付事業 

子１４５ 学校給食費助成金 

子１４７ 児童手当支給事業 

子１４８ こども医療費支給事業 

子１４９ 入院助産事業 

子１５０ 未熟児育成医療給付事業 

子１５２ 要保護及び準要保護児童生徒就学援助事業 

子１６０ 市営住宅管理事務 

番号は子ども・子育て支援事業計画の番号を表す 
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４ 基本方針４ 困難を抱える子どもに対する気づきの支援 

ヤングケアラーが、ひとりで抱え込むことがないよう自身の気づきや周囲へ

の啓発を行い、家庭全体が抱える複合的な課題を支援するため、関係機関の連携

を推進します。また、困難な状況を抱える家庭を訪問して状況を把握し、家庭ご

とのニーズに合わせてきめ細かく支援します。 

 

○施策の方向性 

〈新規・拡充事業〉 

９ ヤングケアラー啓発と関係機関の連携 【啓発・連携】 

事業内容 

埼玉県教育委員会は、小中高等学校で行う、普段の授業の中

でヤングケアラーへの学びの機会を広げる方針を打ち出しまし

た。例えば、社会科や生活科、道徳の授業で、少子高齢化の問

題や家族の大切さなどを学ぶときに、「ヤングケアラー」につい

て考える時間を設けて、子どもたちの理解を深めることを検討

しています。 

本市においても、当事者への気づきを促すため、ヤングケア

ラーの理解と啓発を広く実施していきます。また、子どもがい

る世帯について、福祉的な課題を抱える家庭に関わる機関の連

携を図り、具体的な支援事業へつなげる仕組を創設します。 

担当課 

こども育成課・こども相談課・こども支援課・保育課・ 

福祉総務課・生活支援課・障がい者支援課・介護保険課・ 

学務課・指導課 

 

５ 子育て世帯訪問支援事業 【新規（再掲載）】 

事業内容 

家事・育児等に対して不安・負担を抱えながら子育て等を行

う家庭、妊産婦、ヤングケアラー等がいる家庭の居宅を訪問し、

家庭が抱える不安や悩みを傾聴するとともに、家事・育児等の

支援を実施し、家庭環境を整えます。 

担当課 こども育成課 
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